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はじめに 注意事項 ご申請の前に必ずお読みください。

 この手引きは、「令和６年度 魅力ある職場づくり推進奨励金」において、オンライン手続きを行う事
業者向けに作成しております。

 オンライン手続きはデジタル行政プラットフォーム「Graffer（グラファー）」を使用しております。手
続きには無料のGrafferアカウント（グラファーアカウント）の登録が必要になります。

 Grafferアカウント（グラファーアカウント）は一度アカウントを削除・退会をすると再度同じメール
アドレスで登録ができませんのでご注意ください。

 パソコンのほか、タブレット端末、スマートフォンから入力ができます。

 Microsoft Edge・Google Chromeなどのブラウザの最新版をご利用ください。

 Internet Explorerには対応しておりません。

 申請にあたっては、財団ホームページに掲載している最新版の募集要項、操作マニュアルを確認して
ください。「公益財団法人東京しごと財団ＨＰ」
https://www.shigotozaidan.or.jp/index.html 職場環境整備への支援 ▷職場環
境整備への支援について ▷魅力ある職場づくり推進奨励金

https://graffer.jp/
https://www.shigotozaidan.or.jp/index.html
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Ⅱ．企業情報の登録（要件確認書類の提出）
１．ログイン方法について

 こちらでは事前エントリーに通過された事業者へお送りする「企業情報の登録」申請用フォームの入
力方法をご案内いたします。

こちらは事前エントリーを通過した企業が登録するフォームです。

※パソコン、タブレット端末、スマートフォンから入力できます。

「メールを認証して申請に進む」の申請方法
は使用しないでください。

こちらをクリックします。

ログイン方法は事前エントリー時と同じ方
法となりますが、不明な場合は「【事前エン
トリー】操作マニュアル」をご覧ください。
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Ⅱ．企業情報の登録（要件確認書類の提出）
１．ログイン方法について

 ログイン後の企業情報の登録の入力方法をご案内いたします。

「利用規約に同意する」にチェックを入

れると「申請に進む」ことができます。

※利用規約は必ずご確認ください。
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Ⅱ．企業情報の登録（要件確認書類の提出）
１．ログイン方法について

 申請者の種別を選択いたします。

・個人事業主の方は「個人」

・法人の方は「法人」

を選択し、「次へ進む」をクリックしてください。

前の画面に戻る場合は、「申請の概要等の確認に
戻る」をクリックしてください。

次ページより「法人」を選択した場合の入力の説明をいたします。「個人（個人事業主）」を選択した

場合は２２ページをご確認ください。

★メール認証方式で申請を行うと「一時保存」が出来ないため、

Grafferアカウントを作成してから申請をお願いいたします。

入力したらこちらをクリックしてください。
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 こちらでは法人を選択した場合の入力方法をご案内いたします。

Ⅱ．企業情報の登録（要件確認書類の提出）
２．法人を選択した場合の入力方法

こちらをクリックすると、法人名または法人番号
が検索でき、自動入力されます。

ログイン時に使用されたアカウントの内容
（登録をしているメールアドレス）が自動
で反映されます。

入力したらこちらをクリックしてください。

郵便番号を入力し、こちらをク
リックすると、自動で下部の住所
欄に該当の住所が反映されます。
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 企業情報の登録について入力をお願いいたします。

Ⅱ．企業情報の登録（要件確認書類の提出）
２．法人を選択した場合の入力方法

業種についてはプルダウン選択となっていますので、
該当するものを選択してください。詳細については
募集要項２０ページを確認してください。

事前エントリー当選の通知メールに記載の
合言葉・受付番号を入力してください。

入力したらこちらをクリックしてください。
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 事業所一覧について確認および入力をお願いいたします。

Ⅱ．企業情報の登録（要件確認書類の提出）
２．法人を選択した場合の入力方法

確認事項について、よく確認をした上で
チェックを入れてください。

都内または都外に、それぞれにおいて10事業所
を超える（11事業所以上)場合は、本フォーム
からは入力ができないので、事務局までご連絡く
ださい。
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 事業所一覧について入力をお願いいたします。

Ⅱ．企業情報の登録（要件確認書類の提出）
２．法人を選択した場合の入力方法

こちらは自動で入力された数字が反映されますので、
入力内容の確認をしてください。

【都内・都外の事業所数がともに10事
業所以内の場合】
事業所が複数ある場合は下記の「追加する」をク
リックして、入力してください。

※１０事業所まで追加入力が可能。

追加で開いた項目はこちらをクリックす
ると閉じることが出来ます。

「都外」の事業所がある場合は、「追加する」を
クリックして入力をしてください。

【都内または都外の事業所数が１１事
業所以上の場合】
オンライン手続きでは11事業所以上の入力ができ

ないため、事務局までお問合せください。
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 事業所一覧について入力をお願いいたします。

Ⅱ．企業情報の登録（要件確認書類の提出）
２．法人を選択した場合の入力方法

前のページで入力をした、各事業所情報の従業員数
の合計人数が表示されます。

※入力内容に誤りがないか必ず確認をしてくさい。

入力したらこちらをクリックしてください。
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 こちらでは「電子データを添付する」を選択した場合の入力、資料添付の方法をご案内いたします。

Ⅱ．企業情報の登録（要件確認書類の提出）
２．法人を選択した場合の入力方法

こちらを確認の上クリックしてください。

「事業内容がわかるもの」について、いずれかを
選択してください。各種選択をすると添付
フォームまたは入力フォームが展開されます。

電子データで添付する場合はこちらは選択し、下
記案内に沿って資料の添付をお願いします。

※本申請フォーム全体に添付できる容量は約
100MBとなります（1つの項目ごと約8MB）。

※できる限りpdfの添付をお願いいたします。

※容量が大きい場合はzip等で圧縮して添付して
ください。

※zip形式の場合、Windowsに対応できる文字
コードの形式に圧縮してください。

資料の添付ができない場合は、15･16ページを
ご確認ください。

自社のHPがある方は、URLの
入力をお願いします。

各種選択をすると、それぞれ
の入力フォームが展開され
ます。
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 引き続き各項目について入力、資料の添付をお願いいたします。

Ⅱ．企業情報の登録（要件確認書類の提出）
２．法人を選択した場合の入力方法

電子データで添付する場合はこちらは選択し、

下記案内に沿って資料の添付をお願いします。

※本申請フォーム全体に添付できる容量は約
100MBとなります（1つの項目ごと約8MB）。

※できる限りpdfの添付をお願いいたします。

※容量が大きい場合はzip等で圧縮して添付して
ください。

確認事項について、よく確認をした上で
チェックを入れてください。
確認事項について、よく確認をした上で
チェックを入れてください。
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 引き続き各項目について入力、資料の添付をお願いいたします。

Ⅱ．企業情報の登録（要件確認書類の提出）
２．法人を選択した場合の入力方法

非正規従業員について別規程にて定めてい
る場合は、添付フォームが別途展開されます。

各種選択肢に伴う展開される入力フォーム内容

別規程（テレワーク規程、賃金規程、育児介護休業
規程等）について、該当する回答を選択してください。
※回答によって展開される内容が異なります。

〇就業規則の本則内に定めている

⇒就業規則の本則内の記載個所を入力してください。

〇他規程にて定めている

⇒別規程を添付してください。

〇なし

各種選択をすると、それぞれの入力
フォームが展開されます。
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 引き続き各項目について入力、資料の添付をお願いいたします。

Ⅱ．企業情報の登録（要件確認書類の提出）
２．法人を選択した場合の入力方法

引き続き資料の添付をお願いします。

資料の添付、チェックが終わりましたら、

こちらをクリックしてください。

１8ページに記載の画面に移ります。

都税の納税証明書等についての確認事項
について確認をしてください。
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 資料の添付が出来ない場合の入力方法についてご案内いたします。

Ⅱ．企業情報の登録（要件確認書類の提出）
２．法人を選択した場合の入力方法

資料の添付が出来ない場合は、
こちらを選択してください。

『会社案内や会社概要を入力する』を選択
すると、入力フォームが展開されます。

確認事項についての入力フォームが展開
されますので、確認をしてください。
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 資料の添付が出来ない場合の入力方法についてご案内いたします。

Ⅱ．企業情報の登録（要件確認書類の提出）
２．法人を選択した場合の入力方法

選択した項目によって、各種フォームが
展開されます。

電子データの添付が出来ない場合は下記住所までご郵送ください。
詳細は募集要項（16ページ）をご確認ください。

入力したらこちらをクリックし
てください。
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 各項目について確認をお願いいたします。

Ⅱ．企業情報の登録（要件確認書類の提出）
２．法人を選択した場合の入力方法

入力したらこちらをクリックしてください。

添付書類(納税証明書等)について

よく確認をした上でチェックをお願いいたします。
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 確認事項について確認をお願いいたします。

Ⅱ．企業情報の登録（要件確認書類の提出）
２．法人を選択した場合の入力方法

入力したらこちらをクリックしてください。

次の画面では、入力をした申請内容の確認ページに移ります。

よく確認をした上でチェックをお願いいたします。
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 こちらでは申請内容の確認ができます。

Ⅱ．企業情報の登録（要件確認書類の提出）
２．法人を選択した場合の入力方法

★入力内容に誤りがないか送信前に必ず確認してください。

内容に誤りがあった場合は「編集」をク
リックして修正してください。

入力内容を確認したらクリックしてください。
※「この内容で申請する」を押下すると申請完了となります。
必ずこの画面で入力をした内容の確認をしてください。

添付資料がある場合は、この確認画面でも添付
された資料の確認ができます。

○○○.pdf
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 こちらで申請控えを取得してください。

Ⅱ．企業情報の登録（要件確認書類の提出）
２．法人を選択した場合の入力方法

★申請控えのPDFをダウンロードし、必ず保存してください。

こちらをクリックして、申請控えのPDFをダウンロード
し、必ず保存をしてください。
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 申請後は、ログインされたメールアドレスに下記のメール（noreply@mail.graffer.jp）が届き

ます。

Ⅱ．企業情報の登録（要件確認書類の提出）
２．法人を選択した場合の入力方法

★上記のメールは企業情報の登録が正常に受付できた場合に自動で即時
返信されます。このメールが届かない場合には、受け付けができていない可
能性がございますので、必ず奨励金事務局宛に電話によりお問い合わせくだ
さい。

★上記メールにつきましては、問い合わせの際に必要となる場合がございま
すので、申請手続きが終了するまで大切に保管してください。

★奨励金事務局での審査が終了した申請企業には、事務局よりＥメールを
送付いたします。「＠shigotozaidan.or.jp」のメールを受信できるよう設
定をお願いいたします。
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 こちらでは個人事業主を選択した場合の入力方法をご案内いたします。

Ⅱ．企業情報の登録（要件確認書類の提出）
３．個人事業主を選択した場合の入力方法

入力したらこちらをクリックしてください。

屋号がある場合は入力してください。

ログイン時に使用されたアカウントの内容
（登録をしているメールアドレス）が自動
で反映されます。
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 企業情報の登録について入力をお願いいたします。

Ⅱ．企業情報の登録（要件確認書類の提出）
３．個人事業主を選択した場合の入力方法

個人事業主の氏名を入力してください。

業種についてはプルダウン選択となってい
ますので、該当するものを選択してくださ
い。詳細については募集要項２０ページ
を確認してください。

事前エントリー当選の通知メールに記載
の合言葉・受付番号を入力してください。

入力したらこちらをクリックしてください。
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 事業所一覧について確認および入力をお願いいたします。

Ⅱ．企業情報の登録（要件確認書類の提出）
３．個人事業主を選択した場合の入力方法

確認事項について、よく確認をした上で
チェックを入れてください。
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 事業所一覧について入力をお願いいたします。

こちらは自動で入力された数字が反映されますので、
入力内容の確認をしてください。

【都内・都外の事業所数がともに10事
業所以内の場合】
事業所が複数ある場合は下記の「追加する」をク
リックして、入力してください。

※１０事業所まで追加入力が可能。

追加で開いた項目はこちらをクリックす
ると閉じることが出来ます。

「都外」の事業所がある場合は、「追加する」を
クリックして入力をしてください。

【都内または都外の事業所数が１１事
業所以上の場合】
オンライン手続きでは11事業所以上の入力ができ

ないため、事務局までお問合せください。

Ⅱ．企業情報の登録（要件確認書類の提出）
３．個人事業主を選択した場合の入力方法
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 事業所一覧について確認をお願いいたします。

前のページで入力をした、各事業所情報の従業員数
の合計人数が表示されます。

※入力内容に誤りがないか必ず確認をしてくさい。

入力したらこちらをクリックしてください。

Ⅱ．企業情報の登録（要件確認書類の提出）
３．個人事業主を選択した場合の入力方法
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 こちらでは「電子データを添付する」を選択した場合の入力、資料添付の方法をご案内いたします。

こちらを確認の上クリックしてください。

「事業内容がわかるもの」について、いずれかを
選択してください。各種選択をすると添付
フォームまたは入力フォームが展開されます。

資料の添付ができない場合は、15･16ページを
ご確認ください。

自社のHPがある方は、URLの
入力をお願いします。

各種選択をすると、それぞれ
の入力フォームが展開され
ます。

Ⅱ．企業情報の登録（要件確認書類の提出）
３．個人事業主を選択した場合の入力方法

電子データで添付する場合はこちらは選択し、下
記案内に沿って資料の添付をお願いします。

※本申請フォーム全体に添付できる容量は約
100MBとなります（1つの項目ごと約8MB）。

※できる限りpdfの添付をお願いいたします。

※容量が大きい場合はzip等で圧縮して添付して
ください。

※zip形式の場合、Windowsに対応できる文字
コードの形式に圧縮してください。
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 引き続き各項目について入力、資料の添付をお願いいたします。

電子データで添付する場合はこちらは選択し、

下記案内に沿って資料の添付をお願いします。

※本申請フォーム全体に添付できる容量は約
100MBとなります（1つの項目ごと約8MB）。

※できる限りpdfの添付をお願いいたします。

※容量が大きい場合はzip等で圧縮して添付して
ください。

確認事項について、よく確認をした上で
チェックを入れてください。
確認事項について、よく確認をした上で
チェックを入れてください。

Ⅱ．企業情報の登録（要件確認書類の提出）
３．個人事業主を選択した場合の入力方法
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 引き続き各項目について入力、資料の添付をお願いいたします。

非正規従業員について別規程にて定めてい
る場合は、添付フォームが別途展開されます。

各種選択肢に伴う展開される入力フォーム内容

別規程（テレワーク規程、賃金規程、育児介護休業
規程等）について、該当する回答を選択してください。
※回答によって展開される内容が異なります。

〇就業規則の本則内に定めている

⇒就業規則の本則内の記載個所を入力してください。

〇他規程にて定めている

⇒別規程を添付してください。

〇なし

各種選択をすると、それぞれの入力
フォームが展開されます。

Ⅱ．企業情報の登録（要件確認書類の提出）
３．個人事業主を選択した場合の入力方法
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 引き続き各項目について入力、資料の添付をお願いいたします。

Ⅱ．企業情報の登録（要件確認書類の提出）
３．個人事業主を選択した場合の入力方法

資料の添付、チェックが終わりましたらこ
ちらをクリックしてください。

３３ページに記載の画面に移ります。

引き続き資料の添付をお願いいたします。
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 資料の添付が出来ない場合の入力方法についてご案内いたします。

資料の添付が出来ない場合は、
こちらを選択してください。

『会社案内や会社概要を入力する』を選択
すると、入力フォームが展開されます。

確認事項についての入力フォームが展開
されますので、確認をしてください。

Ⅱ．企業情報の登録（要件確認書類の提出）
３．個人事業主を選択した場合の入力方法
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 資料の添付が出来ない場合の入力方法についてご案内いたします。

選択した項目によって、各種フォームが
展開されます。

電子データの添付が出来ない場合は下記住所までご郵送ください。
詳細は募集要項（16ページ）をご確認ください。

入力したらこちらをクリックし
てください。

Ⅱ．企業情報の登録（要件確認書類の提出）
３．個人事業主を選択した場合の入力方法
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 各項目について確認をお願いいたします。

Ⅱ．企業情報の登録（要件確認書類の提出）
３．個人事業主を選択した場合の入力方法

入力したらこちらをクリックしてください。

添付書類についてよく確認をした上で
チェックをお願いいたします。
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 各項目について確認をお願いいたします。

Ⅱ．企業情報の登録（要件確認書類の提出）
３．個人事業主を選択した場合の入力方法

入力したらこちらをクリックしてください。

申請内容の確認のページに移ります。

よく確認をした上でチェックをお願いいたします。
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 こちらでは申請内容の確認ができます。

Ⅱ．企業情報の登録（要件確認書類の提出）
３．個人事業主を選択した場合の入力方法

★入力内容に誤りがないか送信前に必ず確認してください。

内容に誤りがあった場合は「編集」をク
リックして修正してください。

入力内容を確認したらクリックしてください。

添付された資料の確認ができます。

○○○.pdf
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 こちらで申請控えを取得してください。

Ⅱ．企業情報の登録（要件確認書類の提出）
３．個人事業主を選択した場合の入力方法

★申請控えのPDFをダウンロードし、必ず保存してください。

こちらをクリックし、申請控えのPDFを
ダウンロードし、必ず保存してください。
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 申請後は、ログインされたメールアドレスに下記のメール（noreply@mail.graffer.jp）が届き

ます。

Ⅱ．企業情報の登録（要件確認書類の提出）
３．個人事業主を選択した場合の入力方法

★上記のメールは企業情報の登録が正常に受付できた場合に自動で即
時返信されます。このメールが届かない場合には、受け付けができていない
可能性がございますので、必ず奨励金事務局宛に電話によりお問い合わ
せください。

★上記メールにつきましては、問い合わせの際に必要となる場合がございま
すので、申請手続きが終了するまで大切に保管してください。

★事務局の審査が終了した企業には、事務局よりＥメールを送付いたしま
す。「＠shigotozaidan.or.jp」のメールを受信できるよう設定をお願い
いたします。


